
 

四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱  

平成３１年３月３１日 

告示第５４号 

（趣旨） 

第１条 市長は、地震等の発生時における危険なコンクリートブロック塀等の倒壊等によ

る被害を防止するため、危険なコンクリートブロック塀等を除却する工事等に要する経

費に対し、当該年度の予算の範囲内において、四街道市補助金等交付規則（昭和４６年

規則第６号）及びこの告示に基づき四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 

（定義） 

第２条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) コンクリートブロック塀等 市内にあるコンクリートブロック、石、れんがなど

を積み上げて構成される塀、その他これらに類する塀及び門柱並びに基礎をいう。 

(2) 危険コンクリートブロック塀等 コンクリートブロック塀等のうち道路等に面

し、道路面からの高さ（コンクリートブロック塀等の下に基礎や擁壁がある場合は、

その高さを含む。）が１．２メートルを超え、かつ、高さがコンクリートブロック塀

等と道路境界までの水平距離より高いもので、次条第３項に規定する事前調査で危険

と判定されたものをいう。ただし、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に明ら

かに違反しているものを除く。 

(3) 軽量フェンス等 ネットフェンス、アルミフェンス等のフェンス類その他これら

に類する塀と同等の機能を有するものをいう。 

(4) 道路等 建築基準法第４２条に規定する道路のほか、一般交通の用に供される不

特定多数の者が通行する道をいう。 

(5) 除却 危険コンクリートブロック塀等を全て除却すること又は道路面からの危険

コンクリートブロック塀等の高さを概ね０．６メートル以下に減じることをいう。 

（事前調査） 

第３条 補助金の交付を受けようとするコンクリートブロック塀等の所有者は、補助金の

交付申請をする前に事前調査を受けなければならない。 

２ 前項の規定による調査を受けようとする者は、四街道市危険コンクリートブロック塀

等安全対策事業補助金交付事前調査申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(1) コンクリートブロック塀等の位置を示した案内図 



 

(2) コンクリートブロック塀等の現況写真（全景及び危険箇所が分かるもの） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、現地調査を行い、コンクリートブロ

ック塀等が危険か否かを判定し、四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業

補助金交付事前調査結果通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（補助対象工事） 

第４条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、施工業者が

行う工事で、次に掲げるものとする。 

(1) 道路等に面する危険コンクリートブロック塀等の除却工事（以下「除却工事」と

いう。） 

(2) 除却した危険コンクリートブロック塀等の代替として必要となる軽量フェンス等

の設置工事（除却工事と併せて行う工事に限る。以下「設置工事」という。） 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(1) 道路等に面した危険コンクリートブロック塀等を所有する個人（以下「所有者」

という。）であること。 

(2) 土地又は建物の販売を目的として補助対象工事を行うものでないこと。 

(3) 市税等を滞納していないこと。 

(4) 四街道市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第３号に規定する暴力

団員等に該当しないこと。 

(5) 当該危険コンクリートブロック塀等が設置されている同一の敷地において、過去

にこの告示による補助金を受けていないこと。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象工

事に要する経費（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額の

合計額とし、１０万円を限度とする。 

(1) 除却工事 補助対象経費の２分の１ 

(2) 設置工事 補助対象経費の２分の１ 

２ 前項に規定する補助金の額の千円未満の端数は、これを切り捨てる。 

（交付申請） 



 

第８条 第３条第３項の規定による通知を受けた所有者（以下「申請者」という。）は、

補助対象工事の契約前に、四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金

交付申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(1) 危険コンクリートブロック塀等の位置を示した案内図 

(2) 補助対象工事の見積書の写し 

(3) 除却工事の施工範囲を明らかにする図面等 

(4) 軽量フェンス等の計画図（配置図、立面図、断面図等）及び仕様書（軽量フェン

ス等を設置する場合に限る。） 

(5) 申請者に市税等の滞納がないことを明らかにする書類 

(6) 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業関係権利者同意書（様式第

４号。危険コンクリートブロック塀等の所有者が複数いる場合に限る。） 

(7) 委任状（申請手続き等を施工業者等に委任する場合に限る。） 

(8) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の可

否を決定し、四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金交付決定・却

下通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定をする場合において、必要があると認めるとき

は、条件を付することができる。 

（申請内容の変更等） 

第10条 前条の交付決定を受けた申請者（以下「補助対象者」という。）は、当該決定を

受けた後に、第８条の申請内容を変更しようとするとき又は取り下げようとするとき

は、四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金交付申請内容変更等承

認申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

(1) 変更後の工事見積書の写し 

(2) 変更内容を明らかにする図面等及び仕様書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定

し、その結果を四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金交付申請内

容変更等承認・不承認通知書（様式第７号）により補助対象者に通知するものとする。 



 

（実績報告） 

第11条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、第９条第１項の交付決定のあっ

た日の属する年度の１月末日までに四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事

業実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(1) 補助対象工事の契約書の写し 

(2) 補助対象工事費の領収書の写し 

(3) 除却後の写真（全景が分かるもの） 

(4) 工事中及び工事完了後の状況を明らかにする写真（軽量フェンス等を設置する場

合に限る。） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四街道市危険コンクリートブロック塀

等安全対策事業補助金確定通知書（様式第９号）により、補助対象者に通知するものの

とする。 

（交付請求） 

第13条 前条の規定による通知を受けた補助対象者が補助金の交付を請求しようとすると

きは、第９条第１項の交付決定のあった日の属する年度の２月末日までに四街道市危険

コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

（交付決定の取消し等） 

第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付決定を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指

示に従わなかったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、四街道市危険コンク

リートブロック塀等安全対策事業補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により、

補助対象者に通知するものとする。 



 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定による返還命令は、四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業

補助金返還命令書（様式第１２号）により行うものとする。 

（補則） 

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

（失効等） 

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する年

度の予算に係る補助金については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


